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要旨

1998年 より、独立行政法人北方領土問題対策協会による「北方四島交流事業 日本語講師派遣
事業Jが実施されている。この事業は「北方領土」という日本 とロシアの主権問題が絡む特殊な

地域の現場で日本語教育を実践するもので、さまざまな困難な側面もある。本研究は、「北方領
土問題の解決に寄与するJこ とを目的とする日本語教育のあり方、とりわけ具体的な教材 (教科

書)開 発の研究を行 うものである。

教材の開発に当たつては、この事業の目標、教材開発のための配慮すべきファクターを整理 し、

作成する「教科書」のイメージと大枠を構築した。文法シラバスを積み上げるような単なる日本

語教科書ではなく、実践場面であるいわゆる「ビザなし交流」を意識 したコミュニケーション、
友好的であること、相手に対するポジティブな働きかけなどを重視 し、キリル文字による表記や
ロシア語訳を付けるなどにも配慮した。

キーワー ド :「北方領土」における日本語教育、日本語教材の開発、ビザなし交流、領土問題の

解決に寄与する、 (独立行政法人)北方領土問題対策協会、「北方四島交流事業日本
語講師派遣事業」

1.は じめに

1.1.「 北方領土」について

現存の地図 として、初 めて樺太 、千島が描 かれ た とされ る徳川幕府撰 正保 日本 図

(1644年正保元年 )には蝦夷本島の北東 に大小の島々が描かれてお り,そ の中に 「クナ

シ リ」「エ トホ ロ」な どの名 が見える。

北海道の東岸へ足を運べば、手の届く距離とも思える先に、
いわゆる「北方領土」

1[右
図 1]の一部が臨めるが、現在は「ビ

ザなし交流」(後述)と いう枠組み以外の方法では当地に入域

することはできない。

日本政府は 2月 1日 を「北方領土の日」と定めている(1981

年 1月 6日 閣議了解)が 、これは、1855年 (安政元年)の 2月 6

日に、当時の日本政府である江戸幕府 と帝政ロシア政府 との

間で最初に国境が取 り決められた 「日本国魯西亜国通好条

約」が結ばれた日に、ちなんでいる。その条約には「今より

後 日本国と魯西亜国との境エ トロプ島とウルップ島との間に在るへしエ トロプ全島は

日本に属しウルップ全島夫より北の方クリル諸島は魯西亜に属すカラフ ト島に至 りて

は日本国と魯西亜国との間に於て界を分たす是迄仕来の通たるへ し」 (第 2条)と ある。
つまり、「北方領土」の島々は武力等を背景にして日本国が 「略取 した」地域ではない

ということであり、日本政府が「我が国固有の領土」と主張する所以はここにある。こ
の地域は、旧ソ連軍の 1945年 8月 28日 から9月 5日 までの攻撃により占領され、その

まま今 日まで実効支配が続いているという現実がある。これが、いわゆる「北方領土問
題」である。

冒頭に述べたように、この地域へは、いわゆる「ビザなし交流」による訪問以外の方

法では入域はできない。 [写真 1]は、筆者が入域の際に様子を撮影 したものである。

1本
稿で「北方領土」あるいは「北方四島」と呼ぶのは,根室半島の沖合に点在する小島嶼 (貝 殻島,

島,勇留島,志発島,多楽島)か ら成る歯舞群島,色丹島,国後島,択捉島の四島をさす。

秋勇留

[図 1]北 方領土地図



[写真 1]訪間団の乗つたロサルゴサ号の甲板から国後島を臨む

※ 右は国境警備隊の乗つた 孵  (2008.8.4国 後島古釜布沖、筆者撮影 )

2012年 9月 8日 、アジア太平洋経済協力会議(APEC)の 会議に先立ち、ロシアのウラ

ジオス トクで、日本の野田佳彦首相とロシアのプーチン大統領 との会談が持たれ、北方

領土問題の解決のための交渉継続を確認 した、と新聞各紙は伝えている。が、ロシア政

府の要人が 「北方領土」を次々と訪ねてお り、「北方領土」含むクリル諸島のインフラ

等の整備 。開発に力を入れ始めてもいるのも事実であつて解決を困難にしているように

見える。さらに、最近この地域に韓国や中国の企業を誘致するとい う動きもみられるこ

とから、問題の複雑化が予見されるという厳 しい現実がある。

1.2.「 北方領土」の現状

国後島、択捉島、色丹島、歯舞群島を合わせた総面積は 5,036.14k」 である。ちなみ

に富山県の総面積は 4247.61 kdである。終戦時まで 3,124世帯,17,291人の日本人が

居住 していた。下に概況を示す。 [表 1]

第二次世界大戦において、日本はポツダム宣言を受託 し無条件降伏 したが,「北方領

土」がポツダム宣言にいう「日本国の略取 したる地域」に当たらないことは明らかでは

あるものの,終戦後の「北方領土」へのソ連軍の進駐 と占領,日 本人島民の追放、ロシア

人の入植等の「不法占拠」状態は戦後 70年が経 とうとする今 日においても続いている。
「北方領土」は 「我が国固有の領土」であるというのが日本政府の確固たる立場である。

[表 1]Jし方四島の概況

※ (北対協ホームページ :http://www.hoppou.gojp/gakushu/outhne/islands/island3/よ り)

1.3 いわゆる「ビザなし交流」について
「ビザなし交流」とは、「北方領土」への入域に際し、文字通 リパスポー トもビザも

島名 面積
終戦時までの 日本人居住者

(1945年 8月 15日 現在)

現在の居住 ロシア人

(2009年 1月 1日 現在)

歯舞群島 99.94 kJ(合 計 ) 852世帯  5,281人 居住者なし(警備隊のみ)。

色丹島 253.33k` 206世帯   1,038人 3252人

国後島 1,498.83 kffi 1,327世 帯  7,364人 6937メ、

択捉島 3, 184.04 kfr 739世帯   3,608人 6157人

計 5,036.14 kf 3124世帯   17291人 16346ノヘヽ

つ
４



不要ということである。日本政府は「北方領土」の地は、日本固有の領上であるという
立場から、日本国民がロシア国の入国手続きに従つて入域することを自粛要請 している

(1989年 9月 19日 閣議了解)が、1991年 4月 に訪 日した当時のゴルバチョフ大統領か

ら、日本国民と北方四島住民の間の交流の拡大、日本国民による四島訪間の無査証の枠

組みを設定することが提案された。これを受けて、同年 10月 、日ソ外相間の往復書簡

により、「領土問題解決までの間、相互理解の増進を図り、領土問題の解決に寄与する
こと」を目的として、「日本国民」と「継続的にかつ現に諸島 (歯舞群島、色丹島、国

後島び択捉島)に居住するソ連邦国民」との間の旅券・査証なしによる相互訪間の枠組

みとして設定された。いわゆる「ビザなし交流」である。この「ビザなし交流」で日本

側から入域 した人数はこれまで 10422人 (2011年 11月 末現在)である。
「ビザなし交流」で渡航できる者は次の4者に限定されている。

2

1)北方領土に居住 していた者、その子及び孫並びにそれらの者の配偶者
2)北方領土返還要求運動関係者

3)報道関係者

4)こ の訪間の目的に資する活動を行 う専門家 (1998年以降)

4番 目の「この訪間の目的に資する活動を行 う専門家」の位置付けにおいて日本語教

師の派遣が可能になり、1998年 から独立行政法人北方領土問題対策協会 (以後「iЁ対蕩」
とする)が行 う「北方四島交流事業 日本語講師派遣事業」 (以後 「事業」とする)に基づ

く短期の日本語講座が毎年実施されている。

そのような意味においても、この事業すなわち本稿で論ずる「北方領土」における日

本語教育も、この枠組みの中で実現 しているのであり、「領土問題解決までの間、相互

理解の増進を図り、領土問題の解決に寄与すること」がその目的であると言わなければ

ならない。この点は大変重要である。つまり、日本語教育はそもそも学習者の日本語習

得を目的として支援を行 うものであるが、ここでは同時に、その日本語教育そのものが
「領土問題の角牢決に寄与する」ための手段であるということである。
このような背景において、「北方領土」の地において、そこに居住するロシア人レジ

デンスを対象とする日本語教育が、1998年 より実施されてきた。本稿は、そこでの日

本語教育の状況を報告 し、そのような特殊な状況下でなされる日本語教育のために実際
に使用する教科書はどのようにあるべきかを論 じたものである。

2.「北方領土」における日本語教育の概要と本研究の背景
2.1「北方領土」における日本語教育の概要

『平成 23年度国内の日本語教育の概要』(2011年 H月 1日 現在、文化庁文化部国語

課)に よれば、国内における日本語教育実施機関。施設は 1832、 日本語教師数は 31064

人、日本語学習者数は 128161人 とされている。「北方領土」においてなされている日本

語教育についてもこれらの数字に含まれていなければならないが、いかかであろうか。
ある意味において、ここに取 り上げる日本語教育の現場は,多 くの人にとって知られざ

る現場である。

前述 したように、「ビザなし交流」の枠組みにおいて 「専門家」としての日本語教師
の渡航が可能となって、1998年から「北方領土」での日本語講座の開講が実現してお

り、毎年、国後島・色丹島・択捉島において、多くのロシア人の島民が日本語を学んで
いる。 [表 2]

以下、「北方領土」において実施されている日本語教育の状況ついて、整理する。

21995年
4月 に、1回の訪間につき 2名 まで国会議員が参加することも可能になつた。
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合計人数 150 148 215 219 160

[表 2]受 講者数推移 (1998年～2010年 )

※ 1998年度の択捉島への派遣、2003年 度の色丹島への派遣はなかつた。

(1)派遣されるスタッフ :各島に 2名 の日本語教師と、「政府同行者」および通訳の 4

人が 1チームとして派遣される。

(2)派遣期間(≒ 日本語講座の実施期間):各島ともに約 1か月間。年度によつて違 うが、

択捉島と色丹島は6月 からに 7月 にかけての時期のおよそ 1か月間。国後島は 7月

下旬から 9月 までの期間のうちのおよそ 1か月間。いずれにしても、1か月という

短期間である。

(3)日 本語講座の実施場所 :国後島においては日本政府により立てられた 「友好の家」

とよばれる施設
3。

択捉島、色丹島では島内の学校の施設を借用。

(4)講座の受講者について :「北方領土」に居住するロシア人である。これまでの受講生

の人数は[表 2]に示したが、受講生募集は現地のメディア等を通 じてなされ、受講料

は無料。筆者が日本語講師として派遣 された時の印象であるが、受講生は極めて親

日的で日本語学習に対してもたいへん熱心であつた。講座終了後の 「アンケー ト」

の回答からもそのことは裏付けられている。

2.2.本研究の背景
「北方領土」に終戦まで居住 していた日本人は放逐され、戦後この地域に新たに渡つ

てきたロシア人が居住 しているという状況が今 日まで続いてお り、この「北方領土問題」

は、旧ソ連からロシアに続 く実効支配の長期化の結果、この地域は、日本とロシアの領

有権という重大な国益が交錯する非常に特殊で緊張した状況に長期間おかれている。そ

の地域で日本語教育が行われているのである。このような特殊な教育現場での日本語教

育実践であるものの、そこで、何をどのように教えるのかなどについては、派遣 された

講師に任 され、大きな負担がかかつていた。

そのような状況を踏まえて、現地へ派遣 された講師にその対応を委ねてしまうのでは

なく、一定の指針の下において当地で日本語教育を行 う上での様々な配慮と工夫が必要

であり、調査の結果 「北方領土」における日本語教育のために特化 した教材の必要性が

認められた。
4

筆者 らは 2008年に北対協に「「北方四島交流事業 日本語講師派遣事業」の日本語教材

開発一北方領土における日本語教育に特化 した教科書の作成一」なる提案をして、本研

3正
式には「日本人とロシア人の友好の家」である。2階ブレハブ建ての簡素な建物で、施設の管理はロシア側が行つ

ている。その建設に尽力した政治家を椰楡した俗称がマスコミに取り上げられたことがある。
4筆

者らが教材を開発する以前までは、使用教材は、派遣された日本語講師の個人的な工夫と努力に委ねられており、

あるときから市販の『みんなの日本語初級 I・ Ⅱ』 (ス リーエーネットワーク)と いう日本語教科書が共通に用いられて

いた。



究を開始 し、研究と教材開発を進めてきた。

本研究の一部は科研費(21520533)の助成を受けた。

23.これまでの研究の経緯

副島(2008)は 、これまで行われてきた「北方領土」における日本語教育の現状を調査、

分析 し、問題点を整理 しどのような改善が必、要であるかを検討 した。副島他(2010)で「北

方領土」の現地の状況を踏まえた日本語教育の配慮すべき点を整理 し検討するとともに、

最も大きいファクターとして、実施主体の日本政府(こ の場合は内閣府の外郭団体であ

る独立行政法人北方領土問題対策協会)の 考え方についての配慮を検討 し、それらのフ

ァクターを整理 したうえで、北方領土で行 う日本語教育のための教科書のイメージを構

築 し、教材の試作品の一部をパイロット的に使用してデータを取つた。そして、副島他

(2011)で は完成 した 「試用版」について報告し、副島他(2012)で は、「試用版」を実際に

現地で使用 してみて、毎年度改善を継続 して研究を進めていかなければならないことを

報告した。

3「北方領土」における日本語教育の主なファクターと日本語教科書のイメージ

3.1 「北方領土」における日本語教育の主なファクター (配慮すべき点)

配慮すべき点は、物理的な学習環境の状況から来るものと「北方領土」という特殊な

地域の事情から来るものがあるが、本稿で論ずべきは後者である。

言語教育の入門では「自己紹介」が一般的な導入であるが、例えば、市販の教科書で

は次のような、下線部の空欄に名前と国名を入れて会話を練習するものが見られる。

しかし、「北方領土」とい う特殊な地域の事情を考えると、講師が自己紹介などで「日

本」という国名は入れることはできない。なぜなら、そこはあくまで日本国内だからで

ある。そのようなことを鑑み、「北方領土」という特殊な地域の事情を考慮 して慎重に

教材開発を行 うことが必要となる。

事業は、北対協が行 うものであり、事業の趣旨として「北方領土問題解決に寄与する」

ものでなければならない。また、「北方領土」 日本固有の領土であるというのが、日本

政府の一貫した立場であり、事業そのものの立ち位置である。すなわち開発する教材の

立ち位置でもある。

事業は、先述の 「ビザなし交流」の一環として実現しているものであり、『北方四島

交流の手引』には、「ビザなし交流」に当たっての基本的な事柄 (「 はじめに」「基本的態

度」「共通認識事項」「留意事項」「安全のために」「ホームステイ・ビジットによせて」「資料

編」からなる)が述べられてお り、それ らは日本語教科書を作成する上で重要であった。

32 教科書における学習・教授の基本スタイルとコンテンツ

本教科書は、受講するロシア人島民が、日本語学習を通 して、よリー層の日本人との
「交流」活動を行えるようにするための一助となることが、大きな目的でもある。さら

に、日本語学習の過程そのものが日本 (人 )と ロシア (人 )の相互理解 と友好の場であるベ

きである。そのような意味においても、日本語学習を楽しいと感 じられ、学習内容が実

際の場面で効果的に使えて、しかも学習者にかかる学習負担がなるべく小さい教科書で

初めまして。

わたしは です。
き

か ら 来ま した。

どうぞ よろしく。
(『みんなの日本語初級 I』 (ス リーエーネットワーク)p13よ り)



あることが望ましい。

これらのことから、3.1も踏まえ、開発する教科書の具体的なフレームとして、

(1)ロ シア人島民と日本人 (「 ビザなし交流」による訪問団)と の会話を基本にしたダイ

アローグを主なコンテンツとする。

(2)ロ シア語による日本語の基本的な文法。文型の説明や 日本文化に関する解説なども

コンテンツに入れる。ただし、文法。文型の説明は最小限にとどめる。

(3)い わゆる文法学習の積み上げではなく、自然な表現をフレーズとして学習者に提示

し、使えるようにする。

(4)教科書の日本語の表記は、ひらがなとキリル文字の 2種類にする。

(5)日 本語の単語、文 レベルの意味をロシア語訳で丁寧に分かりやすく簡潔に明示する。

下に教科書の構想を図式化 したものを示す。 [図 3]

[図 3]教 材開発で求める教科書の構想

この構想を踏まえた実際の筆者 らの開発 した日本語教材の特徴を次に述べたい。巻末

に、資料として教材の一部を示した。 [巻末資料 1]

4 日本語教材の特徴

教材は、「ビザなし交流」で、あくまで日本 とロシアの友好関係を築くためのものと

位置付け、日本人がロシア人家庭を訪問する「ホームビジット」を取 り上げ、食事をと

もにしながら、互いに自分や家族、身の回りのことについて歓談するという友好的な場

面を設定し、例えば 「嫌い」「つまらない」「おいしくない」などのようなネガティブな

表現は極力避け、互いに敬意を払い合 うような雰囲気を作ることを目指した。このため、

練習するダイアローグには自己紹介や趣味の話など、できるだけ交流の場における自然

なコミュニケーションに近づけるようなものを取 り入れた。

一方、「北方領土」はあくまで 「我が国固有の領土」であるという日本イ則の立場もあ
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る。事業は日本の国益に反するものであってはならない。例えば、教材で取 り扱 うこの

地域に関連する地名(日 本名・ロシア名のいずれを使用するか)は慎重にすべき苦慮 され

る点の 1つである。「くなしり」「えとろふ」「はぼまい」「しこたん」の四島の名称は、
日本語名称 とロシア語名称の音が似ているため、どちらを使ってもそれほど違和感はな
いかもしれないが、例えば、国後島の 「古釜布 (フ ルカマップ)」 とい う和名の町は、
ロシア語による地名 として 「ユジノクリリスク (ЮЖHo―KypИЛЬcK)」 と呼ばれ、全 く異

なっている。 [表 3]筆 者が現場で教壇に立った時のことであるが、「フルカマ ップに

すんでいます」とい う例文を示 したことがあった。その時、少 し教室がざわめいたこと

を記憶 している。特に何も問題は起こらなかったが、難 しい問題をはらんでお り、慎重

さが必要である。このような特殊な教育現場においては、特に教室内で教師と学習者 と

の間にしつか りしたラポールが形成 されてお くことがたいへん重要である。3.1で述ベ

たことにカロえて、このことも「北方領土」における日本語教育の際立った注意すべき特

徴 と言える。

[表 3] 日本語とロシア語で異なる「北方領土」の地名の例

和名 ロシア語名

古釜布  (フルカマ ップ) IOxHo-Klpu.nrcr (=-),t -, \) t 7r)
穴澗   (ア ナマ ) Kpa6oraeoscx (2 7t:t)'*-Y 2)
内岡   (ナ ヨカ) Kurossril (+ l. - ,'4 )

紗那   (シ ャナ ) Kypurrcr (, ) -Y 7r)

ロシア語の専門家の協力を得て、教科書全体を通して、その表記として、日本語の仮

名とキリル文字の両方を用い、ロシア語による翻訳も丁寧に付けた。キリル文字によつ

て日本語を表記することは限界もあるが 5、

それを超えて、学習者になじみのあるキリ
ル文字を使用することは日本語学習への取 り組みやすさを強化する効果があつた。ロシ

ア語の翻訳に関しては、状況に沿つた意訳と字義通 りの訳を使い分け、ダイアローグの

内容や基本的な文法事項説明、日本文化その他の情報などの理解を支援 したことにより、

個々の学習者の日本語の力に関係なく、講座の受講者全員が楽しく理解できたのではな
いかと思われる。

ダイアローグはできるだけ実践的にすぐに使えるものを設定し、かつ、それぞれに付

けられた豊富な語彙 リス トを参照しながら練習することにより、学習のための暗記の負
担を軽減 し、この教材を手許において、学習者は実際の場面でさらに会話を広げて楽し

むことができるようにした。
「北方領土」の住民であるロシア人学習者にとつて、より現実的で実践的な「ビザな

し交流」の一場面である「ホームビジット」を教材のテーマに活用したことは、学習し

た内容を実際の場面で使つてみたいというモチベーションを高め、通訳を介さずに、訪

問した日本人と交流するきつかけにもつながることが期待される。

5.結語
この教科書の基本は、「ビザなし交流」の一環としての事業において、「北方領土問題

の解決に寄与する」とい うことがその出発点にあり、「北方領土」の地のロシア人 レジ

デンスが、少ない学習時間の中で日本語を楽 しく学び、それを実際の日本人との交流の

場面に活かせるようになることが目指 したところである。そして、今後継続 して使用さ

れていくことになつている。

5 
日本語の「しJを“cИ "とするか、“ШИ"とするか、など。



将来的には、現地に派遣 され本教材を実際に使用 した 日本語講師が、少 しずつ手を加

えて使いやす くより良いものに改定 していくことが望ましいと考えてお り、そのような

意味において、さらなる改善を行つていく必要があろう。

[巻末資料 1]開 発 した日本語教材の「小会話」の (見 開き)ページの一部
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